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福岡空港（奈多地区）の供用開始について 

〔福岡空港回転翼機能移設事業の完了〕 
 

福岡空港の回転翼機能（ヘリコプター施設）については、福岡市東区大字奈多への移

設事業を進めて参りましたが、令和 2 年 3 月 26 日（木）より福岡空港（奈多地区）の供用

を開始することとなりました。 

この供用開始により、ヘリコプターの緊急出動等の、より迅速な運航が可能となるととも

に、福岡空港におけるヘリコプターと民航機（固定翼機）の混在が改善され運航効率の向

上等が図られることとなります。 

なお、奈多地区の運用は福岡空港の運営権者である福岡国際空港株式会社が行う予

定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 問 い 合 わ せ 先 】 
 
 
 
 

大阪航空局 空港部                九州地方整備局 港湾空港部（工事について） 

空港企画調整課長 山中 俊直（やまなか としなお） 空港整備課長 村上 真彦（むらかみ まさひこ） 

TEL 092-418-3340（代表） 

TEL 06-6949-6469  FAX 06-6949-6218        TEL 092-418-3374（直通） FAX 092-418-3060 

 

福岡空港（奈多地区） 


